
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  個人の心理的／物理的特性を考慮した線
形変換手段による前処理を行なった後、既存の古典的透
視投影手段による２次元透視投影変換を行なうものであ
って、前記線形変換手段は、人間の主観的な空間認識過
程を空間の心理的変形とした知覚変換手段によるもので
あることを特徴とする主観的透視投影システム。
【請求項２】  前記線形変換手段は、人間の主観的な空
間認識過程を空間の心理的変形による知覚変換手段と、
生理／物理的要因による視覚変換手段とによるものとし
た請求項１記載の主観的透視投影システム。
【請求項３】  ２次元変換機能、幾何学的平面画像機
能、感覚的空間像機能、知覚的形状機能等それぞれから
構築された古典的透視投影手段と、この古典的透視投影
手段の前に設置され、個人の心理的特性を考慮した前処

理を施すための知覚変換手段とから成ることを特徴とし
た主観的透視投影システム。
【請求項４】  ２次元変換機能、幾何学的平面画像機
能、感覚的空間像機能、知覚的形状機能等それぞれから
構築された古典的透視投影手段と、この古典的透視投影
手段の前に設置され、個人の物理的特性を考慮した前処
理を施すための視覚変換手段と、この視覚変換手段の前
に設置され、個人の心理的特性を考慮した前処理を施す
ための知覚変換手段とから成ることを特徴とした主観的
透視投影システム。
【請求項５】  前記視覚変換手段は、観察者の視覚特性
に従った解像度に基づいて空間を再構成するものである
請求項２または４記載の主観的透視投影システム。
【請求項６】  前記知覚変換手段は、心理的知覚現象に
従った空間のデフォルメを実現する線形変換となってい
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て、この知覚変換手段によって像空間を歪めるすなわち
デフォルメさせるものである請求項１乃至４のいずれか
記載の主観的透視投影システム。
【請求項７】  前記古典的透視投影手段は、仮想的な３
次元空間の対象を２次元平面に写し取る平面幾何投影法
（プロジェクション）として、３次元空間を１つの消点
をもった２次元画像で表現する単点透視投影法を採用し
ている請求項１乃至６のいずれか記載の主観的透視投影
システム。
【請求項８】  前記視覚変換手段に取り入れられる変換
パラメータは、各個人の視野角の計測値、周辺視の傾向
値であり、それぞれをテーブルに記録しておき、送られ
てきた多重化された３次元情報を適切に分離し、さらに
それぞれを別々の方式で復号化した後に、合成（コンポ
ジション）することで１つのシーンを復元して２次元表
示する際に、この補間テーブルに記録された変換パラメ
ータを視覚変換手段に補間データとして入力すること
で、各個人に対応したキャリブレーションが実行される
ものである請求項２，４，５のいずれか記載の主観的透
視投影システム。
【請求項９】  前記知覚変換手段に取り入れられる変換
パラメータは、予め単純なオブジェクトの見え方の測定
実験によって個人毎の知覚情報として統計学的に計測し
て得られた変形率（拡大・縮小率）データであり、これ
を補間に関わるデータとしてアプリケーションソフトウ
ェアと共に記録媒体等に蓄積・保存しておき、送られて
きた多重化された３次元情報を適切に分離し、さらにそ
れぞれを別々の方式で復号化した後に、合成（コンポジ
ション）することで１つのシーンを復元して２次元表示
する際に、この記録媒体に記録された変換パラメータを
知覚変換手段に補間データとして入力することで、各個
人に対応したキャリブレーションが実行されるものであ
る請求項１乃至４，または６のいずれか記載の主観的透
視投影システム。
【請求項１０】  前記知覚変換手段に取り入れられる変
換パラメータは、古典的透視投影手段の単点透視投影法
による画面のオブジェクト単位毎に異なる補間データを
構成するものとしてある請求項１乃至４、または６，９
のいずれか記載の主観的透視投影システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、３次元空間中のオ
ブジェクトを個人にあった心象となるように２次元表示
画面に表示させることを可能にした主観的透視投影シス
テムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、動画像符号化方式の基準として、
２次元画像を生成する機能を情報の復号化側の機能と
し、符号化側はそのために必要となる例えば３次元オブ
ジェクトとオブジェクト同士の関係に関する記述等の３

次元情報を復号化側に提供することにより情報の復号化
側が主体的に３次元空間の情報を２次元図形として生成
するすなわち切り出すことを可能にしたいわゆるＭＰＥ
Ｇ－４，７等が提案されている。すなわちこれは、復号
化側に３次元空間に関するすべての情報がインタラクテ
ィブに提供されること、さらに３次元空間の構成、仮想
視点の設定条件、視点からの画角等を送信側から許可さ
れた範囲内で符号化側と独立に設定することが可能とな
ったことを意味するものである。
【０００３】具体的にはＭＰＥＧ－４では、符号化の対
象（シーン）を複数のオブジェクトとそれらで構成され
たシーン記述とに分解し、それぞれ適正な符号化を行な
い、さらにそれらを多重化して蓄積・伝達等を行なう方
式である。この方式によればその復号化は先ず多重化さ
れた情報を適切に分離し、さらにそれぞれを別々の方式
で復号化した後に、合成（コンポジション）することで
１つのシーンを復元する。これによりオーディオ・ビジ
ュアル・シーンを復元する際にシーン記述を修正、操作
することでこれまでになかった自由なシーンが合成され
ることが可能となった。例えばメディアオブジェクトを
シーン内のどこにでも設定することが可能であり、また
メディアオブジェクトの幾何学的な外観や音感を変える
ことも可能であり、さらにシーンを見たり聞いたりする
場所を変更すること、すなわち仮想的な視点をどこでも
設定することも可能である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】このように従来では３
次元空間のどこをいつ見るかについては高度な柔軟性が
確保できるものの、その客観が３次元空間から主観的に
受け取る心象と同等の感性的な反応を引き出す２次元図
形をいかにして生成するか例えば個人の主観を考慮でき
る高度な臨場感等の検討が未だなされていないのが実情
である。
【０００５】具体的に心理・生理学的観点からすれば、
人間が自然な状態で対象から受ける心象を視覚的自然認
識系によるものとしているが、同じ対象でも受ける心象
は写真像のように２次元画像に変換する例えば２次元変
換機能、幾何学的平面画像変換、感覚的空間像機能、知
覚的形状機能等から構成されたいわゆる古典的透視投影
術による心象とは全く異なることが知られている。
【０００６】すなわち、人間は両眼立体視による生理・
物理的情報を手がかりとして心理的な判断を加えて空間
を認識しており、認識された空間は必ずしも写真的真実
に基づくＣＧ表現と一致しないのである。例えば遠隔地
から複数の人が同じＶＲＭＬベースのシーン記述で表示
された３次元ＣＡＤ図面による家屋・室内空間等の建築
設計等の３次元データ画像をリアルタイムで共有しなが
ら共同で作業を行なういわゆるリモート協調作業の場合
においても、作業者毎に自然立体視を行なったときの主
観的な心象がそれぞれ異なるため、作業者全体に共通し
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た評価判断、すなわち見方の統一性による個人差の無い
設計が得られなくなるのである。
【０００７】このため、従来の古典的透視投影変換のみ
では、観察者に対して心地よい違和感の少ない３次元空
間の単点透視投影図が作成できないという問題点が発生
するのである。基本的にはこれは両眼立体視と主観的な
空間の２次元画像との関係において主観的な心象に近い
表現が一番違和感が少ないという経験事実に基づくもの
である。そこで、従来のようなクライアントのみの個別
なアプリケーション問題にとどまらず、今後におけるク
ライアントであってもサーバないしはサーバとのインタ
ラクションを利用しての画像表示上の処理が行なわれる
ことが想定されるのに鑑み、ユーザの多様な個性に対応
できる高度なヒューマン・インターフェースに関する基
礎技術が検討されることが将来においては必須不可欠と
なりつつある。
【０００８】そこで本発明は叙上のような従来存した諸
事情に鑑み創出されたもので、ＭＰＥＧ－４，７等で送
られてきた３次元情報に係わるシーンを復元して２次元
表示する際に、個人の現実の見え方と略同じような像を
造る、すなわち両眼立体視による個人の主観的な心象に
近い心象を喚起する何らかの前処理を体系的に実現する
ことで個人毎の見え方に近づけることを可能とするこ
と、換言すれば、人間の対象観察機能を近似的に線形シ
ステムと考え、古典的透視投影術を適応する以前に適切
な線形変換を行なうことにより、最終的に得られる心象
を視覚的自然認識系による心象に近似させることを可能
にした主観的透視投影システムを提供することを目的と
する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上述した課題を達成する
ため、本発明にあっては、個人の心理的／物理的特性を
考慮した線形変換手段（３，４）による前処理を行なっ
た後、既存の古典的透視投影手段２による２次元透視投
影変換を行なうものであって、線形変換手段（３，４）
は、人間の主観的な空間認識過程を空間の心理的変形と
した知覚変換手段４によるものとした。線形変換手段
（３，４）は、人間の主観的な空間認識過程を空間の心
理的変形による知覚変換手段４と、生理・物理的要因に
よる視覚変換手段３とによるものとした。２次元変換機
能、幾何学的平面画像変換、感覚的空間像機能、知覚的
形状機能等それぞれから構築された古典的透視投影手段
２と、この古典的透視投影手段２の前に設置され、個人
の心理的特性を考慮した前処理を施すための知覚変換手
段４とから構成されているものである。２次元変換機
能、幾何学的平面画像変換、感覚的空間像機能、知覚的
形状機能等それぞれから構築された古典的透視投影手段
２と、この古典的透視投影手段２の前に設置され、個人
の物理的特性を考慮した前処理を施すための視覚変換手
段３と、この視覚変換手段３の前に設置され、個人の心

理的特性を考慮した前処理を施すための知覚変換手段４
とから構成されているものである。視覚変換手段３は、
観察者の視覚特性に従った解像度に基づいて空間を再構
成するものである。知覚変換手段４は、心理的知覚現象
に従った空間のデフォルメを実現する線形変換となって
いて、この知覚変換手段４によって像空間を歪めるすな
わちデフォルメさせるものである。古典的透視投影手段
２は、仮想的な３次元空間の対象を２次元平面に写し取
る平面幾何投影法（プロジェクション）として、３次元
空間を１つの消点をもった２次元画像で表現する単点透
視投影法を採用しているものである。視覚変換手段３に
取り入れられる変換パラメータは、各個人の視野角の計
測値、周辺視の傾向値であり、それぞれをテーブルに記
録しておき、送られてきた多重化された３次元情報を適
切に分離し、さらにそれぞれを別々の方式で復号化した
後に、合成（コンポジション）することで１つのシーン
を復元して２次元表示する際に、この補間テーブルに記
録された変換パラメータを視覚変換手段３に補間データ
として入力することで、各個人に対応したキャリブレー
ションが実行されるものである。知覚変換手段４に取り
入れられる変換パラメータは、予め単純なオブジェクト
の見え方の測定実験によって個人毎の知覚情報として統
計学的に計測して得られたφ（ｘ，ｉ）、φ（ｙ，
ｉ）、φ（ｚ，ｉ）なる変形率（拡大・縮小率）データ
であり、これを補間に関わるデータとしてアプリケーシ
ョンソフトウェアと共に記録媒体等に蓄積・保存してお
き、送られてきた多重化された３次元情報を適切に分離
し、さらにそれぞれを別々の方式で復号化した後に、合
成（コンポジション）することで１つのシーンを復元し
て２次元表示する際に、この記録媒体に記録された変換
パラメータを知覚変換手段４に補間データとして入力す
ることで、各個人に対応したキャリブレーションが実行
されるものである。知覚変換手段４に取り入れられる変
換パラメータは、古典的透視投影手段２の単点透視投影
法による画面のオブジェクト単位毎に異なる補間データ
を構成するものとしてある。
【００１０】以上のように構成された本発明に係る主観
的透視投影システムにおいて、知覚変換手段４は、古典
的透視投影手段２によって表示される２次元の像空間を
歪めるすなわちデフォルメさせる。例えば、送られてき
た３次元情報に係わるオーディオ・ビジュアル・シーン
を復元して２次元表示する際に、個人毎の知覚変換パラ
メータを付与した知覚変換を行なった後に、個人毎の視
覚変換パラメータを付与した視覚変換を行なってから、
既存の古典的透視投影変換を施して２次元画像を生成す
ることにより、個人にあった高心象となる主観的透視投
影像を生成させる。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の１実
施の形態を説明すると、図１において示される符号１
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は、本発明に係る主観的透視投影システムを構築するた
めの主観的透視投影手段であり、既存の２次元変換機能
２ａ、幾何学的平面画像機能２ｂ、感覚的空間像機能２
ｃ、知覚的形状機能２ｄ等それぞれから構築された古典
的透視投影手段２と、この古典的透視投影手段２の前に
設置され、個人の物理的特性を考慮した前処理を施すた
めの視覚変換手段３と、この視覚変換手段３の前に設置
され、個人の心理的特性を考慮した前処理を施すための
知覚変換手段４とから構成されている。この視覚変換手
段３と知覚変換手段４は、例えばＭＰＥＧ－４，７等で
送られてきた３次元情報に係わるオーディオ・ビジュア
ル・シーンを復元して２次元表示する際に、個人毎に異
なる前処理として個人毎の知覚変換パラメータを付与し
た知覚変換を行なった後に、個人毎の視覚変換パラメー
タを付与した視覚変換、または知覚変換と視覚変換のコ
ンボリューション（たたみ込み）を行なってから、従来
の古典的透視投影変換を施して２次元画像を生成するこ
とにより、個人にあった高心象となる主観的透視投影像
が得られるものとしてある。すなわち、ＭＰＥＧ－４，
７で送られてきた３次元データの組み立ての際に、視覚
変換と知覚変換との個人に依存するそれぞれの変換パラ
メータを取り込むことで個人にあった表示とするのであ
る。
【００１２】視覚変換手段３は、観察者が眼球を移動さ
せながら不均一な解像度で空間を見ていることに起因す
るボケ（視覚特性に従った解像度）に基づいて空間を再
構成するためのものである。尚、本実施の形態において
この視覚変換手段３を使用せずに知覚変換手段４のみを
採用しても良い。
【００１３】知覚変換手段４は、基本的には、「同一の
ものでも奥にあるものが大きく見える」という心理的知
覚現象に従った空間のデフォルメを実現するための線形
変換となっている。この知覚変換手段４によって像空間
を歪めるすなわちデフォルメさせるものである。こうす
ることにより個人の現実の見え方に近いものとなるよう
な像を造る、すなわち両眼立体視による個人の主観的な
心象に近い心象を得ることが可能となるのである（図２
参照）。このため観察者（原点）の注視点近傍での主観
的な空間認識過程によって誘起される空間の心理的変形
の性質として次の３条件を導入する。第１は、変形作用
の対称性：注視点から視点に対して奥行き方向では大き
く見える。逆に手前のものは相対的に小さく見える。第
２は、変形範囲の局所性：視点から十分離れているオブ
ジェクトの大きさには影響がない。第３は、変形作用の
方向性：視点に対して奥行き方向（ｚ軸方向）に従った
変形が支配的なため、それ以外の方向でのオブジェクト
の大きさの変化は小さい。
【００１４】視覚変換手段３、知覚変換手段４それぞれ
に取り入れられる変換パラメータは、予め測定実験によ
って個人毎のデータを統計学的に計測してからこれらデ

ータを補間に関わるデータとしてアプリケーションソフ
トウェアと共に例えばＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体等に蓄
積・保存しておく。例えば、個人の知覚情報は単純なオ
ブジェクトの見え方の測定実験値を後述するφ（ｘ，
ｉ）、φ（ｙ，ｉ）、φ（ｚ，ｉ）なる変形率（拡大・
縮小率）として例えば第１のテーブルに記録し、また視
覚情報は視野角の計測値を例えば第２のテーブルに、ま
た周辺視の傾向値を第３のテーブルにそれぞれ記録して
おく。そして、ＭＰＥＧ－４，７で送られてきた多重化
された３次元情報を適切に分離し、さらにそれぞれを別
々の方式で復号化した後に、合成（コンポジション）す
ることで１つのシーンを復元して例えばＣＧによって２
次元表示する際に、この記録媒体を介して視覚変換手段
３、知覚変換手段４それぞれに補間データを入力するこ
とで、各個人の測定実験結果に基づくキャリブレーショ
ンが実行されるのである。このとき後述するように単点
透視投影法による画面のオブジェクト単位毎にこれら補
間データが全て異なるものとしてある。
【００１５】本実施の形態の古典的透視投影手段２にお
いては、仮想的な３次元空間の対象を２次元平面に写し
取る平面幾何投影法（プロジェクション）の１つとし
て、３次元空間を１つの消点をもった２次元画像で表現
する単点透視投影法を採用している。一般に透視投影法
には単点透視投影法、２点透視投影法、３点透視投影法
があり、これらの透視透視法は、透視中心から距離が大
きくなるにつれて平行線が集束し、物体の大きさは小さ
くなって消点となる。そのため、物体を構成する線分の
縮尺も一様ではなく透視中心からの物体の方向と距離の
関数となる。
【００１６】この単点透視投影法は、先ず対象に対する
視点（人間では単眼に相当）を固定し、そこから対象を
構成する複数の頂点との間にできる直線を、対象と視点
との間の画面で写し取ることに相当する。尚、通常、画
面は視軸と基面とに対して垂直に設定する。以上の条件
で所定の２次元投影面への透視投影の変換行列（アフィ
ン変換）は、正射影と透視変換とを連結させることによ
って得られる。すなわち、画面に投影される対象の頂点
座標［ｘ，ｙ，ｚ］は図３（ａ）に示すものとなる。こ
のとき、２次元座標の画面上の新たなローカル座標系
［ｘ’ｙ’ｚ’］は、ワールド座標系では、ｘ’＝ｘ／
（ｚｒ＋１）、ｙ’＝ｙ／（ｚｒ＋１）、ｚ’＝０（た
だし、ｚｒ＋１≠０）となる。このとき、ｒは個人の視
野角（周辺視の傾向）のもつ定数である。
【００１７】この透視変換以前に知覚変換手段４によっ
て知覚変換を行なうのであり、これを変換行列で表わす
と図３（ｂ）に示すようになる。すなわち、ｘ’＝ｘφ
（ｘ，ｉ）／｛ｚｒφ（ｚ，ｉ）＋１｝、ｙ’＝ｙφ
（ｙ，ｉ）／｛ｚｒφ（ｚ，ｉ）＋１｝、ｚ’＝０、
（ただし、ｚｒφ（ｚ，ｉ）＋１≠０）となる。ここ
で、φ（ｘ，ｉ）、φ（ｙ，ｉ）、φ（ｚ，ｉ）は変形
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率（拡大・縮小率）を示す変換パラメータであり、それ
ぞれ０よりも大きい実数値をとる。また、φ（ｘ，ｉ）
の指標ｘはｘ軸方向の変形倍率、指標ｉはｉ番目のオブ
ジェクトを指し、一般にオブジェクト毎に変形倍率が異
なるものとしている。さらに、ｘ軸方向、ｙ軸方向、ｚ
軸方向それぞれの変形倍率は等しい（φ（ｘ，ｉ）＝φ
（ｙ，ｉ）＝φ（ｚ，ｉ））ものとしても良く、あるい
はインテリアの関係上、それぞれの変形倍率は全て異な
る（φ（ｘ，ｉ）≠φ（ｙ，ｉ）≠φ（ｚ，ｉ））もの
としても良い。
【００１８】次に、２つの球体を使った単純なオブジェ
クトの見え方の測定方法による個人の知覚情報に係る変
換パラメータであるφ（ｘ，ｉ）、φ（ｙ，ｉ）、φ
（ｚ，ｉ）の測定実験（イ）について図４、図５に基づ
いて説明する。すなわち、プリミティブなオブジェクト
である球体２個を両眼立体視した時に誘導される心象
（見えの大きさ、見えの距離）を定量的に測定する。す
なわち、デッサン等の教育を受けたことのない健常な女
子大生（１８～２２歳）１０人を被験者として、図４
（ａ）に示すように、顎台で視線を固定し、６０ｃｍ離
れた視線の高さにある２つの径５０ｍｍφの球体を両眼
で観察する。観察する球体は木目等のテクスチャ効果を
なくすため、灰色に塗装してある。
【００１９】次に、合計１０通りの位置関係（図５
（ａ）参照）に置かれた球体の主観的な大きさ（見えの
大きさ）と主観的な位置関係（見えの距離）を被験者か
ら向かって右の球体の大きさと位置を基準とした相対量
として報告させた。このとき、主観的な球体の大きさと
位置関係は図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すように、見え
の大きさ測定用アプリケーションソフトウェア（被験者
は向かって左側の球体の大きさを調整する）と、見えの
距離測定用アプリケーションソフトウェア（被験者は向
かって左側の球体の位置を調整する）を被験者自身が操
作し、それぞれの主観量と一致するように調整すること
で定量化した。尚、被験者が図形（ソフトウェア）を主
観的に一致させる操作中は、ディスプレイ上のテキスト
ボックスには、何も表示されない。また、これらの主観
量の測定順序は被験者に因らず図５（ａ）に示すような
測定位置の番号順に行なった。
【００２０】次に、２つの球体を使った単純なオブジェ
クトの見え方の測定結果について説明する。図５（ｂ）
に示すように、基準となる球体のそばで幾何光学的像が
もつ量すなわち写真値は、主観的な球体の大きさが最大
で約１３％程度の異なった感じ方すなわち空間知覚をし
ていることが分かった。さらに、その定性的な傾向とし
て、その差異は基準となる球体との奥行き方向の距離に
反比例する傾向が認められた。
【００２１】次に、デッサン等の立体を平面に写し取る
訓練を受けた集団の、前記した２つの球体を使った単純
なオブジェクトの見え方の測定実験（イ）と同じプリミ

ティブなオブジェクトから誘導される心象（見えの大き
さ、見えの距離）を定量的に測定する測定実験（ロ）を
行ない、前記した測定実験（イ）と比較した。すなわ
ち、同一のデッサン等の教育を受けた健常な女子大生
（２０～２３歳）８人を被験者として、図４（ａ）に示
すような測定実験（イ）の場合と同様な手順で実験を行
なった。その結果、図５（ｃ）に示すように、被験者は
主観的にも写真量と明確な有意差のない大きさと距離を
知覚していることが分かった。したがって、同じ３次元
空間を両眼立体視しても、被験者によって主観的な感じ
方に差異があることが推察できる。このことは経験によ
ってその見え方が修正される可能性を示唆している。
尚、測定された対象の大きさは、前記測定実験（イ）の
場合と本測定実験（ロ）の場合との結果には有意な差が
認められた。
【００２２】以上のように２つの球体を使った単純なオ
ブジェクトの個人の見え方の測定実験値をφ（ｘ，
ｉ）、φ（ｙ，ｉ）、φ（ｚ，ｉ）なる変形率（拡大・
縮小率）データファイルとして例えば補間に関わるデー
タとしてアプリケーションソフトウェアと共に記録媒体
等に蓄積・保存しておき、ＭＰＥＧ－４，７で分離した
状態で送られてきた３次元情報それぞれを別々の方式で
復号化した後に、合成（コンポジション）することで１
つのシーンを復元して２次元表示する際に、この記録媒
体に記録されている変形率（拡大・縮小率）データファ
イルを知覚変換手段４に補間データとして入力すること
で、各個人の測定実験結果に基づくキャリブレーション
が実行される。尚、このようなアプリケーションソフト
ウェアは、所定のプログラミング処理に基づいてφ
（ｘ，ｉ）、φ（ｙ，ｉ）、φ（ｚ，ｉ）なる変形率
（拡大・縮小率）データを各個人の心象に対応してバリ
アブルに入力可能なアプリケーションに対応できるもの
としても良い。
【００２３】
【発明の効果】本発明は以上のように構成されているた
めに、例えばＭＰＥＧ－４，７等で送られてきた３次元
情報に係わるシーンを復元して２次元表示する際に、個
人の現実の見え方と略同じになるような像を造る、すな
わち両眼立体視による個人の主観的な心象に近い心象を
喚起する何らかの前処理を体系的に実現することで個人
毎の見え方に近づけることを可能とすること、換言すれ
ば、人間の対象観察機能を近似的に線形システムと考
え、既存の古典的透視投影術を適応する以前に適切な線
形変換を行なうことにより、最終的に得られる心象を視
覚的自然認識系による心象に近似させることを可能にし
た主観的透視投影システムを提供することができる。
【００２４】特に知覚変換手段４は、古典的透視投影手
段２によって表示される２次元の像空間を歪めるすなわ
ちデフォルメさせるものであって、送られてきた３次元
情報に係わるオーディオ・ビジュアル・シーンを復元し
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て２次元表示する際に、個人毎の知覚変換パラメータを
付与した知覚変換を行なった後に、必要に応じて個人毎
の視覚変換パラメータを付与した視覚変換を行なってか
ら、既存の古典的透視投影変換を施して２次元画像を生
成することにより、個人にあった高心象となる主観的透
視投影像を生成させることができる。
【００２５】また、例えば遠隔地から複数の人が同じＶ
ＲＭＬベースのシーン記述で表示された３次元ＣＡＤ図
面による家屋・室内空間等の建築設計等の３次元データ
画像をリアルタイムで共有しながら共同で作業を行なう
いわゆるリモート協調作業の場合において、作業者毎に
自然立体視を行なったときの主観的な心象がそれぞれ異
なる場合でも、作業者全体に共通した評価判断、すなわ
ち見方の統一性による個人差の無い設計が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施の形態におけるシステムの概略
を示す構成ブロック図である。
【図２】同じくシステム機能の動作を示すフローチャー
トである。
【図３】（ａ）は、画面に投影される対象の頂点座標
と、２次元座標の画面上の新たなローカル座標系をワー
ルド座標系で示した座標との変換関係を数式形式で示し
た図であり、（ｂ）は、透視変換以前に知覚変換を行な

うための変換行列を施した状態を数式形式で示した図で
ある。
【図４】オブジェクトである球体２個を両眼立体視した
時に誘導される心象（見えの大きさ、見えの距離）を定
量的に測定するための測定実験方法を説明するものであ
り、（ａ）は実験環境を示す斜視図と球体の配置関係
図、（ｂ）は見えの大きさ測定用のアプリケーションに
よる表示状態、（ｃ）は見えの距離測定用のアプリケー
ションによる表示状態である。
【図５】（ａ）は測定環境と測定位置を示す観察状態の
図、（ｂ）は測定実験（イ）の測定結果を示す観察状態
の図、（ｃ）は測定実験（ロ）の測定結果を示す観察状
態の図である。
【符号の説明】
１  主観的透視投影手段
２  古典的透視投影手段
２ａ  ２次元変換機能
２ｂ  幾何学的平面画像機能
２ｃ  感覚的空間像機能
２ｄ  知覚的形状機能
３  視覚変換手段
４  知覚変換手段

【図１】

【図２】

(6)                           特許３４１６１２４
11 12

10

＊

＊

20

10

20



【図３】 【図４】

【図５】
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